
第５回 新宮川⽔系ダム洪⽔調節機能協議会 議事次第 

⽇時：令和８年５⽉２６⽇（⽕） 
１０：００〜１１：００ 

場所：ＷＥＢ会議 

１．挨拶 

２．情報提供 

（１）令和７年度の近畿地整管内における事前放流実施状況 P1〜P4

（２）令和７年度の全国における事前放流実施状況 P5〜P7 

（３）利⽔ダム治⽔機能施設整備費補助について P8〜P17 

（４）出⽔時における河川管理者、ダム管理者の対応 P18〜P25 

（５）予測降⾬量閲覧システムの機能について P26〜P59 

（６）参考資料

・予測降⾬量閲覧システム操作マニュアル P60〜P104 

・新宮川⽔系 ダム洪⽔調整機能協議会 規約 P105〜P107 

・新宮川⽔系治⽔協定 P108〜P114

３．その他 
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オブザーバー

第５回　新宮川水系ダム洪水調節機能協議会　出席者名簿

流域治水課

紀南河川国道事務所

副所長（河川）

総括地域防災調整官

和歌山地方気象台

関西電力株式会社

電源開発㈱

水力事業本部　吉野水力センター

北山川電力所
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出水時における河川管理者、ダム管理者の対応①

■基準降雨量を超過したダムが発生した場合
①基準降雨量を超過した場合、予測降雨量閲覧システム（以下、閲覧システム）から
自動的にメールが配信。

②ダム管理者は、対象ダムの事前放流の実施の有無やダム操作実施状況について、
閲覧システムに情報を入力。

河川管理者は、対象ダム担当者に連絡をとり、事前放流の実施の有無やダム操作実施
状況の確認及び閲覧システムへの入力状況について確認。

③河川管理者は閲覧システムへ対応状況が入力されたことを確認し、基準降雨量超過１時間
を目途に近畿地方整備局に報告を行う。

※時系列による変化を記録する必要がありますので、予測発表時間ごと（メールが届くごと）に
閲覧システムへ入力してください。

※放流の中止等、ダム操作実施状況が変わる場合は、河川管理者への連絡を忘れずに実施
してください。 18



出水時における河川管理者、ダム管理者の対応②

■事前放流を実施する場合
①ダム管理者は、事前放流を実施する、予測降雨量閲覧システム（以下、閲覧システム）
に入力するとともに、河川管理者への連絡を実施。

②河川管理者は閲覧システムへ事前放流の実施状況が入力されたことを確認し、近畿地方
整備局に報告を行う。

■ダム管理者 ■河川管理者

・閲覧システムへの入力

・河川管理者への連絡及び報告

・ダム管理者との連絡・情報交換

・近畿地方整備局への連絡及び報告

19



【報告様式２】事前放流実施ダム、基準降雨量を超過したダム
予測時間 出力結果 地整名 事前放流の実施判断・状況等 備考

漢字 よみがな 漢字 よみがな 漢字 よみがな

記載例① 5月8日14時15分 新宮川水系　池原ダム（電源開発㈱）基準降雨量②500mm　GSM予測568mm 新宮川 しんぐうがわ 北山川 きたやまかわ 池原 いけはら 近畿 ３．事前放流を実施予定 5/8 15:00 開始予定　予測降雨量が基準降雨量を超えたため、事前放流を実施予定。

記載例② 5月8日14時15分 新宮川水系　七色ダム（電源開発㈱）基準降雨量200mm　GSM予測568mm 新宮川 しんぐうがわ 北山川 きたやまかわ 七色 なないろ 近畿 １．事前放流を実施（貯水位低下） 5/8 12:00 開始 ～ 5/9 10:00 終了予定　予測降雨量が基準降雨量を超えたため、事前放流を実施。

記載例③ 5月8日14時15分 新宮川水系　小森ダム（電源開発㈱）基準降雨量200mm　GSM予測568mm 新宮川 しんぐうがわ 北山川 きたやまかわ 小森 こもり 近畿 ２．事前放流を実施（貯水位維持） 5/8 11:00 開始 ～ 5/9 10:00 終了予定　予測降雨量が基準降雨量を超えたため、事前放流を実施。

記載例④

記載例⑤

記載例⑥

記載例⑦

記載例⑧
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報告回数 事前放流の実施判断・状況等

0 １．事前放流を実施（貯水位低下）

0 ２．事前放流を実施（貯水位維持）

0 ３．事前放流を実施予定

0 ４．事前放流を実施予定であったが、その後予測雨量が変化し事前放流が不要となった

0 ５．事前放流を実施予定であったが、洪水量に達したので洪水対応に移行した

0 ６．事前放流を実施予定であったが、流入量が洪水量等に至らず放流量が最大となった

0
７－①．既に確保すべき容量が確保されている場合で、満水になる可能性が無いため貯留する
（既に限度水位以下まで貯水位を下げていたダム）

0
７－②．既に確保すべき容量が確保されている場合で、満水になる可能性が無いため貯留する
（洪水調節容量と利水容量内で予測降雨量に対する確保容量を確保していたダム）

0
７－③．既に確保すべき容量が確保されている場合で、満水になる可能性が無いため貯留する
（洪水調節容量内で予測降雨量に対する確保容量を確保していたダム）

0 ８．個別の実施基準に該当しない

0 ９．時期ごと貯水池運用により対応

１０．洪水調節可能容量がゼロであるため事前放流を実施しない

１１．その他（具体に記入すること）

水系名 河川名 ダム名

予測降雨量が基準降雨量を超過した場合または事前放流を実施した場合には以下を記載し報告。

●予測時間

●出力結果…水系名、ダム名、管理者、基準降雨量、予測降雨量を記載

●水系名、河川名、ダム名…集計のため、別シートを参照のうえ正確に記載すること（水系名、河川名は○○川の"川"まで入力。ダム名は○○ダムの"ダム"は不要など）。

●地整名

●事前放流の実施判断・状況等…事前放流を実施中又は実施済みの場合は１又は２を選択し、未実施の場合は３～１１から未実施理由をを選択。

●備考

※予測時間の違いにより、同一ダムで何度も基準降雨量を超過した場合は、その都度行を追加し積み上げて記載しまとめて報告する。

（同じダムが何度も出ることもあるが、その予測時間の都度のダムの状況を書き加えていき豪雨の名称単位でとりまとめる。）

【補足】

１．事前放流を実施（貯水位低下）

事前放流を実施中または実施済み。

利水容量の貯水位を低下させて容量を確保した場合。

２．事前放流を実施（貯水位維持）

事前放流を実施中または実施済み。

予測降雨量が基準降雨量を超過した段階で、貯水位低下量を算定した結果、必要な貯水位低下量が既に確保された状態にある場合において、当該貯水位を維持するための放流であり、利水容量内でその貯水位を維持

した時間帯が確実に確認できた場合。

なお、事前放流（貯水位維持）として報告を行ったが、その後貯水位の低下が確認された場合は、事前放流（貯水位低下）として修正報告を行うこと。

３．事前放流を実施予定

事前放流に移行する前の放流操作中である場合や事前放流を実施するための準備をしている場合等。

４．事前放流を実施予定であったが、その後予測雨量が変化し事前放流が不要となった

事前放流を実施予定であったが、その後予測降雨量が当初の予測降雨量から変化した場合。

５．事前放流を実施予定であったが、洪水量に達したので洪水対応に移行した

事前放流を実施予定であったが、局地的な豪雨等により洪水量に達し洪水調節に移行したため事前放流を実施しない場合。

６．事前放流を実施予定であったが、流入量が洪水量等に至らず放流量が最大となった

事前放流を実施予定であったが、流入量が操作規則･施設管理規程･操作規程に規定されている洪水量等に至らずに放流量が最大となった場合。

７．既に確保すべき容量が確保されている場合で、満水になる可能性が無いため貯留する。

既に降雨量に見合う確保すべき容量が確保された状態であり、それ以上貯水位を低下させる必要がない状況において、満水になる可能性が無く、貯留する計画の場合。

（既に確保すべき容量が確保されている場合で、２．事前放流を実施（貯水位維持）に該当しない場合。）

７－①既に限度水位※以下まで貯水位を下げていたダム
７－②洪水調節容量と利水容量で予測降雨量に対する確保容量を確保していたダム
７－③洪水調節容量内で予測降雨量に対する確保容量を確保していたダム

※治水協定に定める限度水位と事前放流実施要領に定める水位下限値が異なる場合は、事前放流実施要領に定める水位下限値

【R4.10.13追記】農地防災ダムで基準降雨量を超えた場合は理由：7-①、7-②で報告する（目的がF（治水容量）のみの農地防災ダムについては、理由7-①で報告）

８．個別の実施基準に該当しない

事前放流実施要領により事前放流を判断するダムで実施要領の個別の実施基準に該当しない場合。

９．時期ごと貯水池運用により対応

協定に基づく時期ごとの貯水池運用ダムであるため、事前放流を実施しない場合。

１０．洪水調節可能容量がゼロであるため事前放流を実施しない

予測降雨量が基準降雨量を超過したが、洪水調節可能容量がゼロであるため事前放流を実施しない場合。

１１．その他（具体に記入すること）
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①※ 水系名

②※ ダム名（管理者）

③※ 流域面積（km
2
）

④※ 制限水位又は予備放流水位（EL.m） m m m

⑤※ ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位又は設計洪水位（EL.m） m m m

⑥※ 洪水量（㎥/s） 110 m
3
/s 8 m

3
/s m

3
/s

⑦※ 計画高水流量又は設計洪水流量（m
3
/s） m

3
/s m

3
/s m

3
/s

⑧ 計画最大放流量（m
3
/s） m

3
/s m

3
/s m

3
/s

⑨ 洪水調節容量（千m
3
） 千m

3
千m

3
千m

3

m m m

m m m
９日

11：30 日時 ９日
11：30 日時 日時 日時

－ －

－ －

95

942.5

8

0
９日
13:00 日時 ９日

13:00 日時 日時 日時

－ －

240 265

454.7 943.4

600 95

249.2 0
９日
14:30 日時 ９日

14:30 日時 日時 日時

－ －

300 330

459.4 945.3

1200 190

888 0

日時 日時 日時 日時 日時 日時

日時 日時 日時 日時 日時 日時

１２日
16:20 日時 １２日

16:20 日時 日時 日時

－ －

315 355

459.7 946.7

109 7.9

108.2 0

－ －

特記事項

１）指定利水ダムは※のみ記入
２）報告は、（ａ）～（f）の段階（状況）が変化するとき
３）※２は国土交通省所管ダム・遊水池のみ記入
４）※３の最大貯留量は、洪水調節を開始したときからダム・遊水池に貯留した最大貯留量を記入

（予備放流水位）461.50

462

（設計洪水量）１２００

（　 　）

960

（設計洪水量）１９０

空き容量（千m
3
）

累計雨量（mm）

貯水位（EL.m）

流入量（m
3
/s）

全放流量（m
3
/s）

累計雨量（mm）

貯水位（EL.m）

流入量（m
3
/s）

全放流量（m
3
/s）

時刻

空き容量（千m
3
）

累計雨量（mm）

貯水位（EL.m）

（a）※
流入量が洪水量に
達した時または洪
水調節を開始した
時

ただし書き操作開始水位又は自然調節方式の場
合は非常用洪水吐きの敷高（EL.m）

受信時刻

発信者

受信者

（e）
ただし書き操作（異
常洪水時防災操
作）を解除した時又
は自然調節方式の
場合は、非常用洪
水吐きからの越流
が終了した時

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

（d）
ただし書き操作（異
常洪水時防災操
作）へ移行した時又
は自然調節方式の
場合は、非常用洪
水吐きから越流を
開始した時

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

時刻

空き容量（千m
3
）

受信時刻

発信者

受信者

（f）※
流入量が洪水量以
下に低下した時

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

時刻

空き容量（千m
3
）

累計雨量（mm）

貯水位（EL.m）

流入量（m
3
/s）

全放流量（m
3
/s）

最大貯留量（千m
3
）　※3

受信時刻

発信者

受信者

（c）※
流入量が最大に達
した時

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

（b）※
流入量が計画高水
流量の70%又は設
計洪水流量の50%
に達した時

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

時刻

空き容量（千m
3
）

流入量（m
3
/s）

全放流量（m
3
/s）

累計雨量（mm）

貯水位（EL.m）

流入量（m
3
/s）

全放流量（m
3
/s）

時刻

９日　 　９　時 ９日　 　９時 日　 　時

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

受信時刻

発信者

受信者

降雨の降り始めた時期

その時の貯水位（EL.m）

洪水量に達した時刻

空き容量（千m
3
）

事前放流量（千m
3
）　※2

累計雨量（mm）

貯水位（EL.m）

流入量（m
3
/s）

全放流量（m
3
/s）

39.02 2.9

様式ダ－１　　出水時におけるダム管理状況（一般）

・洪水の原因　　台風〇号出水

・期間　2025年○○月○○日

新宮川 新宮川 川

○○ダム（ 　） ○○ダム（ 　） ○○ダム（ 　）

（　 　）

（　 　）

（　 　）

洪水調節方式

21



洪水の原因　　台風〇号出水

期間　　2024年5月9日

水系名 ※　新宮川 ダム名 ※ 管理者 ※

サーチャージ水位 計画高水流量

設計洪水位 設計洪水流量

制限水位 計画最大流量

予備放流水位 洪水量 ※

洪水調節容量

ただし書き操作開始水位

時間 累計 ゲート 使用水量 計 時刻 時間 累計 ゲート 使用水量 計 時刻

(mm) (mm) （EL.m） （m
3
/s） （m

3
/s） （m

3
/s） （m

3
/s） （m

3
/s） （千m

3
） 時：分 (mm) (mm) （EL.m） （m

3
/s） （m

3
/s） （m

3
/s） （m

3
/s） （m

3
/s） （千m

3
） 時：分

10:00 30 50 ##### 45.00 44.93 10:01

11:00 30 80 ##### 80.00 79.90 11:01

12:00 70 150 ##### ##### ##### 12:04

13:00 90 240 ##### ##### ##### 13:04

13:00 90 240 ##### ##### ##### 13:04

14:00 60 300 ##### ##### ##### 14:01

14:30 60 300 ##### 1200.00 ##### 14:41

15:00 10 310 ##### ##### ##### 15:01

16:00 5 315 ##### ##### ##### 16:04

注）①指定利水ダムは※のみ記入、②雨量は流域平均又は代表観測所、③備考欄には必要に応じて放流予定等を記入

本様式は、出水時におけるダムの管理状況がインターネット等で閲覧できる環境にある場合は提出不要

 日時  備考
発信 受信

雨量
 貯水位  流入量

放流量
 貯水位  流入量

放流量
 調節量  空容量

受発信者雨量
 調節量

（EL　　　　　　　　　　　　　　m）

 日時
発信 受信

 備考
 空容量

受発信者

様式ダ－２　　　　　　出水時におけるダム管理状況（特別）

 　（　　　　　　　　　　　　　１２００　m3/s）

 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　m3/s）

 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　千m3）

 　（　　１１０m3/s）（EL　４６２．００　m）

（EL　４６１．５０　m）

※

※

※
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水系名 ※新宮川 ダム名 ※瀬戸ダム

サーチャージ水位

設計洪水位

制限水位

予備放流水位

ただし書き操作開始水位

時間 累計 ゲート 使用水量 計 時刻

(mm) (mm) （EL.m） （m3/s） （m3/s） （m3/s） （m3/s） （m3/s） （千m3） 時：分

10:00 35 60 ##### 4.40 0.00 10:01 0 0

11:00 35 95 ##### 6.80 0.00 11:01 0 0

12:00 75 170 ##### 37.00 0.00 12:04 0 0

13:00 95 265 ##### 95.00 0.00 13:04 0 0

13:00 95 265 ##### 95.00 0.00 13:04 0 0 50%

14:00 65 330 ##### ##### 0.00 14:01 0 0

14:30 330 ##### ##### 0.00 14:41 0 0 ピーク

15:00 15 345 ##### ##### 0.00 15:01 0 0

16:00 10 355 ##### 18.00 0.00 16:04 0 0

注）①指定利水ダムは※のみ記入、②雨量は流域平均又は代表観測所、③備考欄には必要に応じて放流予定等を記入

本様式は、出水時におけるダムの管理状況がインターネット等で閲覧できる環境にある場合は提出不要

発信 受信
 備考

（EL　　　　　　　　　　　　　　m）

 日時

雨量
 貯水位  流入量

放流量
 調節量  空容量

受発信者

様式ダ－２　　　　　　出水時におけるダム管理状況（特別）

※ （EL960m）

※ （EL　　　　　　　　　　　　　　m）
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洪水の原因台風○号出水　

期間 2024年5月9日

ダム名 ※瀬戸ダム 管理者 ※関西電力（株）

計画高水流量

設計洪水流量

計画最大流量

洪水量 ※

洪水調節容量

時間 累計 ゲート 使用水量 計 時刻

(mm) (mm) （EL.m） （m3/s） （m3/s） （m3/s） （m3/s） （m3/s） （千m3） 時：分

注）①指定利水ダムは※のみ記入、②雨量は流域平均又は代表観測所、③備考欄には必要に応じて放流予定等を記入

 調節量  空容量
受発信者

 備考
発信 受信

 日時

雨量
 貯水位  流入量

放流量

 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　千m3）

※  　（　　8m3/s）

 　（　　　　　　190m3/s）

 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　m3/s）
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様式－総括

令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日（　　　　　　　　　　　による出水）

ダム
名

水系
名

河川
名

区分
調節
方式

所在
地

計画高水
流量

計画最大
放流量

洪水量
制限水位

（常時満水位）
ただし書き
開始水位

有効貯水
容量
（A）

洪水調節
容量
（B）

洪水量到達時
の空き容量（C)

事前放流
量

洪水調節容量
以外の空き容量

D=C-B

空き容量率
E=Ｃ÷B

流入量が最
大に達した

現時点の貯水位
現時点までの最
大流入時の放流

量(G)

調節量
Ｈ=F-G

カット率
I=Ｈ÷F

洪水量到達後ダ
ムへの最大貯留

量（Ｊ)

最大貯留率
Ｋ=Ｊ÷B

累計
雨量

調節
日時

（県名） m3/s m3/s (m
3
/s) (m) (m) (千m

3
) (千m

3
) (千m

3
) (千m

3
) (千m

3
) (%) ○又は× (m) (m

3
/s) (m

3
/s) (%) (千m

3
) (%) (mm)

新宮川 110 462.00 12,500.00 1,200.00 （　　　） ○ 459.70 888.01 315

新宮川 8 960.00 12,500.00 190.00 （　　　） ○ 946.70 0.00 360

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

※（　　　）内は実績最大流量／計画高水流量

現時点までの
最大流入量(F)

(m
3
/s)
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予測降雨量閲覧システムの機能について

■事前放流状況入力時の留意点
P２７～４３

■新機能について
P４４～５８

■予測降雨量閲覧システム操作
終了時のログオフについて

P５９
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 27
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ROW 
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予測降雨量閲覧システム操作終了時のログオフについて

・予測降雨量閲覧システムの操作が終了し、画面を閉じる際は、
×ボタンではなく、必ずログオフをした上で画面を閉じてください。

ログオフボタン
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新宮川水系 ダム洪水調節機能協議会 規約

（設置）

第１条 河川法（昭和 39年法律第 167号）第 51条の 2に基づくダム洪水調節機能協議会とし
て、「新宮川水系 ダム洪水調節機能協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。

（目的）

第２条 協議会は、昨今の水害の激甚化・頻発化に鑑み、緊急時において既存ダムの有効貯水容

量を洪水調節に最大限活用して水害の発生の防止等が図られるよう、今後、河川管理者、関係

利水者、関係行政機関の密接な連携の下、事前放流の取組をより効果的に実施する必要がある

ことから、洪水調節機能の向上の取組の継続・推進を図ることを目的とする。

（協議会の対象ダム）

第３条 協議会は、新宮川水系における、猿谷ダム、川迫ダム、九尾ダム、二津野ダム、風屋ダ

ム、旭ダム、坂本ダム、池原ダム、瀬戸ダム、奥里ダム、七色ダム、小森ダムを対象とする。

（協議会の構成）

第４条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。

２ 協議会は、必要に応じて別表１の職にあるもの以外の関係行政機関に対し、資料の提供、意

見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

３ 協議会には代理出席を認めるものとする。

（協議会の実施事項）

第５条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。

一 事前放流を実施するための河川管理者と関係利水者との間で締結した治水協定の見直しに

必要な協議。

二 河川管理者とダム管理者との間の情報網の整備に必要な協議。

三 事前放流の実施に必要となるダムの操作規程等への反映に必要な協議。

四 利水容量を洪水調節に最大限活用するための工程表の作成や見直し及び工程表に基づく施

設改良等の取組に必要な協議。

五 更に効果的に事前放流を実施するために必要となる降雨の予測精度の向上等に向けた技

術・システム開発に必要な協議。

六 その他、洪水調節機能の向上に必要な協議。

（協議会資料等の公表）

第６条 協議会に提出された資料等については、速やかに公表するものとする。ただし、個人情

報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しないものとす

る。
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２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した構成員の確認を得た後、公

表するものとする。

（事務局）

第７条

１．協議会の庶務を行うため、事務局を置く。

２．事務局は、紀南河川国道事務所流域治水課が行う。

（雑則）

第８条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項につ

いては、協議会で定めるものとする。

（附則）

第９条 この規約は、令和３年９月３０日から施行する。

令和５年６月１３日改正
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別表１

＜構成員＞

国土交通省 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所長

国土交通省 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所長

和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 河川課長

奈良県 県土マネジメント部 河川整備課長

奈良県 県土マネジメント部 吉野土木事務所長

奈良県 県土マネジメント部 五條土木事務所長

三重県 県土整備部 河川課長

関西電力株式会社 再生可能エネルギー 事業本部 吉野水力センター 所長

電源開発株式会社 水力発電部 西日本支店 支店長代理

気象庁 和歌山地方気象台 防災管理官

＜オブザーバー＞

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課長

中部経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課長
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(1)新宮川水系治水協定

一級河川新宮川水系において、河川管理者並びにダム管理者及び関係利水

者（ダムに権利を有する者をいう。以下同じ。）は、「既存ダムの洪水調節機

能の強化に向けた基本方針」（令和元年 12月 12日 既存ダムの洪水調節機

能強化に向けた検討会議決定）（以下「基本方針」という。）に基づき、河川

について水害の発生の防止等が図られるよう、下記のとおり協定を締結し、

同水系で運用されているダム（以下「既存ダム」という。）の洪水調節機能

強化を推進する。

記

１．洪水調節機能強化の基本的な方針

・既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用するにあたり、洪水調節

容量を使用する洪水調節に加えて、事前放流及び時期ごとの貯水位運用

（以下、「事前放流等」という。）により一時的に洪水を調節するための容

量を利水容量から確保する。

なお、この取組によって水害の発生を完全に防ぐものではないため、引き

続き水害の発生を想定したハード･ソフト面の対応が必要である。

・既存ダムの洪水調節機能強化のための方策として、２．に基づき、事前放

流等を実施する。

・この協定の対象とする既存ダムの洪水調節容量及び利水容量のうち、洪水

調節に利用可能な容量（以下、「洪水調節可能容量」という）は、別紙の

通りである。なお、洪水調節可能容量については、各ダムの状況に応じて

増量等が可能なものであり、見直した場合は別紙をあらためて共有する。

・この協定に基づく事前放流等は、洪水調節可能容量を活用し、この容量の

範囲において行うこととする。

・時期ごとの貯水位運用としては、既存ダムの利水容量から水利用への補給

を行う可能性が低い期間等にその期間を通じて事前放流をした状態と同等

の状態とするときは、当該期間において水位を低下させた状態が保持され

るように貯水位の運用を行うこととする（該当ダムと当該期間及び当該水
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位低下により確保可能な容量は別紙の通り）。

・河川管理者である国土交通省近畿地方整備局は、この協定に基づき、ダム

管理者と連携して、水系毎にダムの統一的な運用を図る。

２．事前放流の実施方針

・河川管理者である国土交通省近畿地方整備局は、気象庁から新宮川水系に

関わる「台風に関する気象情報（全般台風情報）」「大雨に関する全般気象

情報」のいずれかが発表されたとき、又は、これらの気象情報が未発表な

がらも近隣の他水系で事前放流が開始された場合など必要であると判断し

たときは、ダム管理者へその旨を情報提供し、事前放流を実施する態勢に

入るよう伝える。

・国土交通省近畿地方整備局は、気象情報や河川の状況を総合的に判断し、

対応が不要と判断したときは、ダム管理者へ事前放流を実施する態勢を解

除するよう伝える。

・ダム管理者は、本実施方針に基づき、事前放流を実施するものとする。実

施にあたっては、（３）に定めるルールに従うとともに、河川管理者、関

係利水者及び関係地方公共団体と連絡を取り合い、情報共有を図るものと

する。

（１）事前放流の実施判断の条件

・事前放流は次に掲げる場合に実施することを原則とする。

国土交通省が気象庁の予測を基に提示するダムごとの上流域予測降雨量

が別紙に定めるダムごとの基準降雨量以上である場合。

（２）事前放流の量（水位低下量）の考え方

・事前放流の量（水位低下量）は、洪水調節可能容量の範囲において、次の

とおりとすることを原則とする。

基本方針に基づき国土交通省が策定した「事前放流のガイドライン」に

示される方法により設定したもの。

・上記の量の算定にあたっては、国土交通省が示すダムごとの上流域予測降

雨量の更新に応じて、その量を見直すことが望ましい。

（３）事前放流のルールの策定

・事前放流については、操作規則･施設管理規程･操作規程等に基づき、その
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開始基準、中断基準等を規定する実施要領を作成して実施することを原則

とする。操作規則･施設管理規程･操作規程等の変更が必要な場合は河川法

等の所定の手続きに則り行うものとする。

３．緊急時の連絡体制の構築

・河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関係地方公共団体の間で、緊急

時に、常に即時かつ直接に連絡を取れるよう、責任者及び連絡方法を明ら

かにして共有する。

４．情報共有のあり方

・河川管理者、ダム管理者、関係利水者及び関係地方公共団体の間で、事前

放流を実施する態勢に入る場合には、以下に掲げる情報を随時それぞれの

方法により共有する。

５．事前放流により深刻な水不足が生じないようにするための措置

・事前放流の実施後、２．（２）に則り低下させた貯水位が回復せずダムか

らの補給による水利用が困難となるおそれが生じた場合、河川管理者は水

利用の調整に関して関係利水者の相談に応じ、必要な情報（ダムの貯留制

情報 方法

既存ダムの貯水位、流入量、放流

量（リアルタイムの値）

各者が、国土交通省の共有システ

ムを利用（掲示･閲覧）

事前放流を実施するにあたっての

気象情報（降雨予測手法等）

ダム管理者が、気象庁から発表さ

れる気象情報（降雨予測手法等

（GSM･MSM等））のいずれを利
用しているかについて、国土交通

省近畿地方整備局（河川管理者）

へ情報提供(集約)
既存ダムの下流の河川水位 各者が、国土交通省の共有システ

ムを利用（掲示･閲覧）

避難に係る準備･勧告･指示の発令

状況

各者が、奈良県・三重県・和歌山

県の防災情報サイト等を利用（掲

示･閲覧）
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限の緩和の可能性、取水時期の変更の可能性など）を提供し、関係者間の

水利用の調整が円滑に行われるよう努める。

６．洪水調節機能の強化のための施設改良が必要な場合の対応

・効果的な事前放流（限られた期間にできる限りの放流をすること）を行う

上では放流設備の放流能力が小さく制約がある等の場合に、施設改良をす

ることにより本水系の洪水調節機能強化に一定の効果が認められるダムに

ついては、河川管理者と当該ダム管理者及び関係利水者が協働し、別途作

成する工程表に則って必要な対応を進めていくこととする。

７．その他

・この協定に定める事項は、本水系の河川整備計画の点検時等にあわせて効

果の検証や内容の点検を行い、必要に応じて見直しを行う。

・この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、河川管理

者、ダム管理者、関係利水者で協議して定める。

この協定締結の証として、本書 8通を作成し、各者は記名押印の上、各自
1通を保有するものとする。

令和２年５月２９日
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国土交通省 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所長

国土交通省 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所長

和歌山県 県土整備部長

奈良県吉野土木事務所長

奈良県五條土木事務所長

三重県 県土整備部長

関西電力株式会社 水力事業本部 水力部長（近畿）

電源開発株式会社 水力発電部 西日本支店長
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別紙

※１：水利用への補給を行う可能性が低い期間等において水位を低下させた状態とする貯水池運用を

行うことにより確保可能な容量を含む

※２： 9時間累積予測降雨量

※３：84時間累積予測降雨量

ダム 洪水調節容量

（万m3）

洪水調節可能容量※1

（万m3）

基準降雨量

（mm）

猿谷ダム 0 919.0 130※2

川迫ダム 0 14.4 ―

九尾ダム 0 37.3 ―

二津野ダム 0 1,020.0 200※3

風屋ダム 0 5,070.0 200※3

旭ダム 0 1,142.1 200※3

坂本ダム 0 453.0 ―

池原ダム 0 13,100.0 200※3

瀬戸ダム 0 1,087.8 200※3

奥里ダム 0 0.0 ―

七色ダム 0 2,530.0 200※3

小森ダム 0 804.0 200※3
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別紙

ダム

水位を低下させた状態とする

貯水位運用を行う期間

水位を低下させた状態により

確保可能な容量

（万m3）

猿谷ダム 9月 1日～9月 15 日 919.0
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